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ABSTRACT 

The principal policy objectives in the deregulated electricity industry are to 1): lower the consumer price, 2): lower 

the supply cost, 3): reduce the environmental loads, and 4): secure stable supplies. The purpose of this study is to 

theoretically reveal trade-offs between some policies which are aim at achieving 1) to 3) of the above policy 

objectives. We compare social welfare under each policy framework in the second-best situation, in which the 

regulator can manipulate the market only through the limited policy variables. Throughout the whole paper we 

consider the imperfect competition model with asymmetric generation technology between the incumbent and the 

entrants. The incumbent and the entrants compete in amount of generation taking as given the policy frameworks and 

the policy variables which is set in advance by the regulator to maximize social welfare. Chapter 1 introduces the 

basic analytical framework of the whole study. Chapter 2 and 3 are the analytical sections. Chapter 2 investigates pros 

and cons of vertical separation of the monopolistic incumbent when the incumbent has a cost advantage in generation 

than the entrants. Chapter 3 compares FIT (feed-in tariff) and RPS (renewable portfolio standard), which are 

mainstream policies for promoting renewable energy sources. We consider the model in which the monopolistic 

incumbent uses conventional technology with negative externality and the competitive fringe uses renewable energy 

sources without externality. We show in both chapters that a policy framework which produces higher social welfare 

than the other is depending on exogenous parameters. This is as a consequence of trade-off relationship between the 

policy frameworks under consideration in each chapter. Chapter 4 summarizes and concludes the whole study. 

 

 

第1章 論文の概要 

 

1-1 研究の背景と目的 

自由化された電力市場では、発電部門に競争を導入するこ

とで、これまで独占企業が一括でコントロールしていた電源

間の発電量配分を市場メカニズムが行うことになる。この場

合個々の発電事業者が戦略的に行動する結果として発電部門

全体のパフォーマンスが決まる。電力産業における発電技術

は、再生可能エネルギーや化石燃料、原子力など多様であり、

発電事業者間でも使用している技術に違いがある。このよう

な状況において、競争を導入することによるメリットがある

一方で、市場メカニズムの結果実現する発電量配分を望まし

い配分に誘導できない制度や政策では、競争を導入したとし

てもそれが社会的に望ましいとは限らない。このような状況

において、規制当局は政策的に操作できる限られた手段によ

って市場を望ましい方向に誘導する必要があり、その役割は

規制改革以前より複雑なものになっている。 

電力産業における政策を考える際の論点としては、主に以

下の4点を挙げることができる。 

(1)競争により小売価格を低下させる。 

(2)供給コストをできるだけ低く抑える。 

(3)環境への負荷をできる限り小さくする。 

(4)安定的な供給を確保する。 

上記4点のバランスを考えながら、望ましい制度がどのよう

なものかを検証していくことが必要になる。すべての点にお

いて他より優れた制度があれば問題はないが、いずれかの点

を重視すると他の点において他の制度より劣るということが

しばしば起こるため、問題とする制度の間でどのようなトレ

ードオフ関係が生じるかをまず明らかにすることが議論の出

発点となる。本論文の目的は上記論点(1)～(3)における主要な

制度・政策を対象として、特定の制度・政策の採用が他に比

べて高い社会厚生を達成するための条件を理論的に明らかに

することである。 

 

1-2 分析の枠組みと結果の概要 

研究全体をとおして個々の企業は、政策当局が選択した制

度や政策変数を所与としたうえで、電力発電量を戦略変数と

して行動する。発電企業として既存企業と参入企業がある。

既存企業と参入企業の発電技術の非対称性を考慮した不完全

競争モデルを用いて、制度・政策間の社会厚生を比較する。 

 

1-2-1 基本的な枠組み 

既存事業者と参入事業者、電力消費者と政策当局から成る

モデルを考える。電力産業の構造は発電部門、送電部門、小

売部門の3部門から成り立つ。既存事業者は従来の自然独占企

業で1社、参入事業者は 𝑖 = 1, … , 𝑛 まで𝑛社ある。発電部門で

発電した電気を消費者に供給するためには必ず送電部門のネ

ットワークを経由する必要がある。既存事業者の利潤関数を

次のように定式化する。 

𝜋𝐼 ≡ 𝑃𝑞 − 𝐶𝐼(𝑥) − 𝛩 (𝑥, ∑ 𝑦𝑖)                                                   (1) 

𝑥と𝑦𝑖はそれぞれ既存事業者と参入事業者𝑖の発電電力量であ

る。𝑃は電力小売価格、𝐶𝐼(∙)は既存事業者の発電費用である。

𝑞は既存事業者の販売電力量で、小売市場が自由化されている

場合は自社の発電電力量に等しく𝑞 = 𝑥、小売市場において既



存事業者が独占を維持する場合は 𝑞 = 𝑥 + ∑ 𝑦𝑖 となる。

𝛩(𝑥, ∑ 𝑦𝑖)は送電にかかるネットの費用を表している。 

参入事業者の利潤関数を次のように定式化する。 

𝐸𝑖 ≡ 𝑃𝐸𝑦𝑖 − 𝐶𝐸(𝑦𝑖) − 𝑇(𝑦𝑖) − 𝑘                                                 (2) 
𝑃𝐸は参入事業者の電力販売価格であり、発電だけでなく小売

市場にも参入している場合は電力小売価格に等しく𝑃𝐸 ≡ 𝑃、

小売市場に参入していない場合は既存事業者への卸売価格を

表している。𝐶𝐸(∙)は発電費用、𝑇(∙)は送電ネットワークへの

アクセス費用を表しており、𝑘は固定費用である。市場均衡を

導出する際は対称均衡を想定して 𝑦𝑖 = 𝑦、∀𝑖 とする。各事

業者は発電電力量を戦略変数として行動する。 

 

1-2-2 第2章の分析の概要 

第2章では Armstrong et al. (1994) のモデルをベースに

して、事業者間の技術格差を考慮したうえで発送電分離が社

会厚生を向上させるための理論的な条件を明らかにする。事

業者間の技術格差を考慮する場合、発電部門の発電効率と小

売市場の効率性の間でトレードオフが生じ、その結果として

発送電分離が社会厚生を向上させる条件が決まる。さらに、

Armstrong et al. (1994) および Vickers (1995) の拡張とし

て送電部門の収支制約を考慮するケースについても分析する。 

 

1-2-3 第3章の分析の概要 

第3章では再生可能エネルギー普及促進のための主要な制

度であるFIT制度とRPS制度の社会厚生上のトレードオフ関

係を明らかにしたうえでその水準を比較する。FIT制度は政

府が再生可能エネルギーの買取価格を高く定める枠組みであ

る。一般的には再生可能エネルギーの固定価格での一定期間

の買い取りを義務付ける固定価格買取制度のことを意味する

が、再生可能エネルギーに対して従量型の補助金を支給する

形態も存在する。その場合、市場価格と再生可能エネルギー

買取価格が連動するという特徴がある。一方RPS制度は、販

売電力量の一定割合を再生可能エネルギーから調達すること

を義務付ける枠組みである。    

クールノー寡占モデルをベースに両制度を比較した先行研

究としてTamás et al. (2010) があるが、両制度の社会厚生上

のトレードオフ関係は理論的に明らかにされていない。第3

章では独占と競争的フリンジのモデルをベースとして、FIT

制度とRPS制度のいずれかが社会厚生上効率的になるための

理論的条件を明らかにする。 

 

第 2 章 発電事業者間の技術格差と発送電分離が社会厚生に

与える影響 

 

2-1 はじめに 

この章では発電部門の寡占市場において既存企業が参入企

業より限界費用の点で効率的である場合に、発送電分離の有

無が経済厚生に与える影響を分析する。寡占市場である発電

部門と自然独占が維持されている送電部門が垂直関係にある

場合、構造分離は競争を促進し寡占による過少生産の非効率

を緩和するかもしれないが、必ずしも経済厚生を高めるとは

限らない。なぜなら、競争の促進と同時に発電部門における

規模の経済のメリットを損ない、発電部門の生産効率を低下

させる可能性があるからである。本章では、このような競争

促進と発電効率のトレードオフに着目したうえで、規制当局

がアクセスチャージを最適な水準に設定する場合の社会厚生

を垂直分離と垂直統合で比較する。また、送電部門の収支制

約を考慮する場合の影響についても検証する。 

Armstrong et al. (1994) および Vickers (1995)では、発電

部門において限界費用が同じ企業を想定し、参入退出自由な

クールノー寡占モデルを使って、発送電分離が経済厚生に与

える影響を分析した。このモデルでは発送電分離による競争

促進と生産効率のふたつの効果のトレードオフ関係に着目し

ている点では、本章の分析と同じである。しかしながら、そ

れらの分析において垂直統合が生産効率を高める原因は、参

入企業数の減少に伴う固定費用の減少である。分析の結果、

線形の需要関数のもとでは垂直統合の方が高い社会厚生を実

現し、弾力性が一定の需要関数のもとではその結果が逆にな

るとしている。また、これらの研究は送電部門の収支制約を

考慮した分析はおこなっていない。 

本章では既存の発電事業者の限界費用が参入企業より低

い状況を想定する。Armstrong et al. (1994)、 Vickers (1995)

では技術格差を考慮せずに発電部門の参入退出が自由なケー

スを分析していたが、本章では事業者間の技術格差を想定す

れば例え参入企業数を固定している状況下でも競争促進と発

電効率のトレードオフが生じ得ることを示す。参入企業数が

固定されている場合、参入企業から既存企業への発電量のシ

フトが産業全体の発電効率を向上させる要因になる。競争促

進と発電効率のトレードオフの結果、参入企業数の閾値が存

在して、参入企業数が少ない場合は垂直分離が、多い場合は

垂直統合が、高い社会厚生を実現することを示す。 

本章ではさらに、送電部門の収支制約を考慮する場合の影

響を、参入企業数が固定されているケースと参入退出が自由

なケースのそれぞれについて検証する。後者のケースは

Armstrong et al. (1994)、Vickers (1995)の拡張に相当する。

分析の結果、参入企業数を固定する場合とそうでない場合に

おいても、需要関数が線形か弾力性一定かに依存せずに垂直

統合の方が高い社会厚生を実現することを示す。この結果は

送電部門の収支制約を考慮した分析をおこなっていなかった

Armstrong et al. (1994)、Vickers (1995)と対照的な結果であ

る。 

 

2-3 モデル 

発電部門と送電部門、消費者から成るモデルを考える。発

電部門へは競争が導入されている一方で送電部門の自然独占

は維持されている。発電部門では既存企業（従来の自然独占

企業）と、𝑛社の同質な参入企業がクールノー競争をしている。

すべての発電企業の限界費用は一定で、既存企業と参入企業

の発電限界費用をそれぞれ𝑐𝐼、𝑐𝐸とする。原子力や大型水力

などの大規模発電は既存企業のみ利用可能で、既存企業の限

界費用は参入企業より低いとする（𝑐𝐸 > 𝑐𝐼）。 

発電部門で発電された電気はすべて送電部門を経由して消

費者に送られる。単位電力量当たりの送電コストを𝜃とする。

消費者の電力逆需要関数は線形で、 

𝑃 = 𝐴 − 𝑄, 
であるとする。ここで𝑃は電力小売価格、𝑄は電力総供給量で

ある。発電部門の参入事業者を𝑖 = 1,2, … 𝑛とおき、𝑥 と 𝑦𝑖を

それぞれ既存企業と参入企業iの発電量とした場合、総供給量

はすべての発電事業者の発電量の合計で𝑄 = 𝑥 + ∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1  

となる。この章の分析全般において内点解での均衡を保障す

るため、定数𝐴は𝐴 > (𝑐𝐸 + 𝜃) + 3(𝑐𝐸 − 𝑐𝐼)を満たすと仮定す

る。 

垂直分離と垂直統合という 2 種類の産業構造を考える。垂

直分離では発電部門のどの企業からも独立である第 3 者が送

電網を運営するのに対し、垂直統合では既存企業が送電網を

運営し、送電部門の利潤も既存企業の利潤に含まれる。 

すべての発電事業者（小売事業者、PPS）は送電網の利用

に伴い、単位電力量当たり𝑎のアクセスチャージを送電網の運

営者に支払う。垂直分離下では発電部門のすべての事業者が

共通のアクセスチャージを支払う。一方垂直統合下では既存

企業と参入企業が送電に伴い負担するコストが異なる。すな

わち、既存企業はアクセスチャージではなく、送電コスト𝜃を



負担する。アクセスチャージは規制当局が次のような社会厚

生関数を最大にする水準に設定する。 

 

𝑆𝑊 = ∫ 𝑃
𝑄

0

𝑑𝑞 − (𝑐𝐼 + 𝜃)𝑥 − (𝑐𝐸 + 𝜃) ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝑛𝑘 − 𝐹,            (3) 

ここで𝑘と𝐹はそれぞれ、個々の参入企業と送電部門の固定費

用である。 

 

2-4 市場均衡 

発電部門では既存企業と参入企業がアクセスチャージを所

与としてクールノー競争をしている。既存企業の利潤関数を

次のように書くことができる。 

𝜋𝐼 = (𝑃 − 𝑐𝐼 − 𝑎)𝑥 + 𝜇(𝑎 − 𝜃)𝑄 − 𝜇𝐹, 
ただし𝜇は垂直分離のとき 0、垂直統合のとき 1 をとる変数で

ある。上式は既存企業が送電に伴い負担するコストは垂直分

離のとき (𝜇 = 0)アクセスチャージ𝑎で、垂直統合のとき

(𝜇 = 1)送電コスト𝜃であることを表している。参入企業の利

潤関数は 

𝐸𝑖 = (𝑃 − 𝑐𝐸 − 𝑎)𝑦𝑖 − 𝑘 

と書ける。上式は参入事業者が送電時に負担する費用はどち

らの垂直構造の場合もアクセスチャージに等しくなることを

表している。ここでは参入企業数が外生的に与えられている

ケースを考えるので固定費用は分析に影響をおよぼさないが、

分析の拡張として参入・退出が自由のケースも考えるので、

固定費用を含んだ利潤関数を定義している。 

ナッシュ均衡がつぎのようになる。 

𝑥 =
1

𝑛 + 2
{𝐴 − (𝑛 + 1)𝑐𝐼 + 𝑛𝑐𝐸 − 𝑎 + 𝜇(𝑛 + 1)(𝑎 − 𝜃)},     (4) 

𝑦 =
1

𝑛 + 2
{𝐴 + 𝑐𝐼 − 2𝑐𝐸 − 𝑎 − 𝜇(𝑎 − 𝜃)},                                  (5) 

𝑄 =
1

𝑛 + 2
{(𝑛 + 1)𝐴 − 𝑐𝐼 − 𝑛𝑐𝐸 − (𝑛 + 1)𝑎 + 𝜇(𝑎 − 𝜃)},     (6) 

𝑃 =
1

𝑛 + 2
{𝐴 + 𝑐𝐼 + 𝑛𝑐𝐸 + (𝑛 + 1)𝑎 − 𝜇(𝑎 − 𝜃)},                   (7) 

 

2-5 アクセスチャージの規制水準 

この節では規制当局が送電部門の収支制約を考慮する必要

がない場合に、どちらの垂直構造が高い社会厚生を実現する

かを検証する。この場合、送電部門の赤字は一括型の補助金

によって補填される。 

まずはじめに社会厚生を最大にするようなアクセスチャー

ジの条件を導く。垂直構造𝜇 ∈ {0, 1}の下で規制当局が最適な

水準にアクセスチャージを設定した場合に実現する小売価格

を𝑃𝑜(𝜇)とする。(3)式を𝑎で微分して整理すると次のようにな

る。 

 
𝑃𝑜(𝜇) = (𝑐𝐼 + 𝜃)

𝑑𝑥 𝑑𝑎⁄

𝑑𝑄 𝑑𝑎⁄
+ 𝑛(𝑐𝐸 + 𝜃)

𝑑𝑦 𝑑𝑎⁄

𝑑𝑄 𝑑𝑎⁄
. (14) 

上式左辺は電力消費による社会的限界便益で、右辺は電力供

給を増加の社会的限界費用を表している。(14)式を満たすよ

うなアクセスチャージの水準を𝑎(𝜇)とする。 

   

2-5-1 垂直統合 

 

垂直統合下でのアクセスチャージの最適水準で実現する

小売価格を次のようにもとめることができる。 

 𝑃𝑜(1) = 2(𝑐𝐸 + 𝜃) − (𝑐𝐼 + 𝜃). (15) 

ここで、上式右辺は、参入企業の生産増加に伴う社会的限界

費用𝑐𝐸 + 𝜃より高いことに注意が必要である。𝑃𝑜(1) > 𝑐𝐸 + 𝜃

となる理由は以下のとおりである。垂直統合下で規制当局が

総供給量を増加させるためにアクセスチャージを引き下げた

場合、参入企業が直面する費用だけを引き下げることになる

ため、既存企業から参入企業への生産のシフトが起こる。既

存企業の限界費用は参入企業より低いので、それによって生

産効率が低下し、単純に参入企業が増産するための費用より、

総生産量を増加させるための社会的限界費用は高くなる。 

 
2-5-2 垂直分離 

次に垂直分離のケースを考える。最適アクセスチャージ下

の小売価格が次のようにもとまる。 

𝑃𝑜(0) =
𝑛

𝑛 + 1
(𝑐𝐸 + 𝜃) +

1

𝑛 + 1
(𝑐𝐼 + 𝜃),                                 (16) 

ここで、𝑐𝐸 > 𝑐𝐼なので上式右辺は𝑐𝐸 + 𝜃より低い。垂直分離

下でアクセスチャージを下げると参入企業の発電量とともに

既存企業の発電量も増加する。最適水準において𝑃𝑜(0) <

𝑐𝐸 + 𝜃が成り立つのはそのためである。 

 

2-6 社会厚生の比較 

この節では垂直統合と垂直分離のもとで実現する社会厚

生を比較する。本節での比較の結果を整理したものが次の命

題である。 

 

命題 1 参入企業数の閾値�̂� > 0が存在して、𝑛 > �̂�ならば、

かつそのときに限って垂直統合の方が高い社会厚生を実現す

る。 

 

上の命題の直観的説明はつぎのようになる。まずはじめに、

垂直分離下の小売価格の最適水準は垂直統合の場合より低く

なることに注意が必要である。このことは、垂直分離は垂直

統合に比べて発電部門の競争を促進する利点があることを意

味している。一方で垂直統合の場合、既存企業の生産シェア

を増やすことで高い生産効率を実現できる。垂直統合と垂直

分離の社会厚生の大小関係は、このような競争促進と生産効

率のトレードオフに依存している。参入企業数が閾値より小

さい場合は、垂直分離による競争促進効果が垂直統合による

生産効率向上の効果を上回るので垂直分離の方が高い社会厚

生を実現する。参入企業数が閾値より大きい場合はその逆で

ある。 

 

2-7 拡張 

この章では拡張として、送電部門の収支制約を考慮する場

合と、発電部門の参入退出が自由であるケースについて検証

する。 

 

2-7-1 送電部門の収支制約 

政府による一括型の補助金が可能でない場合、前節で考え

たようなアクセスチャージの最適水準は送電部門の収支を赤

字にすることもあり得る。とくに垂直分離の場合は、

𝑃𝑜(0) < 𝑐𝐸 + 𝜃であることからもわかるように、アクセスチャ

ージの最適水準はつねに送電の限界費用より低いので、かな

らず送電部門の収支が赤字になる。このような場合、例えば

Valletti and Estache (1999)などにあるように、次のような収

支制約を考える必要がある。 

 

 (𝑎 − 𝜃)𝑄 − 𝐹 ≥ 0.  

 

アクセスチャージの水準が固定されているものとして、

(3)式をμで微分するとつぎのようになる。 

 𝜕𝑆𝑊

𝜕𝜇
= {𝑃 − (𝑐𝐸 + 𝜃)}

𝜕𝑄

𝜕𝜇
+ {(𝑐𝐸 + 𝜃) − (𝑐𝐼 + 𝜃)}

𝜕𝑥

𝜕𝜇
. 

 

アクセスチャージの水準を所与として、垂直統合(𝜇 = 1)と垂

直分離(𝜇 = 0)下の社会厚生水準の差を次のように書くことが

できる。 

𝑆𝑊(1) − 𝑆𝑊(0) 



= ∫ {𝑃 − (𝑐𝐸 + 𝜃)}
𝑄(1)

𝑄(0)

𝑑𝑞 + ∫ {(𝑐𝐸 + 𝜃) − (𝑐𝑀 + 𝜃)}𝑑𝑥
𝑥(1)

𝑥(0)

 (17) 

ここで𝑆𝑊(𝜇) , 𝑄(𝜇)  および  𝑥(𝜇)はそれぞれ、垂直構造

𝜇 ∈ {0, 1}の下でアクセスチャージを外生的にあたえたときに

均衡で実現する社会厚生、総発電量、既存企業発電量である。 

 

 命題 2 送電の限界費用より高い同一水準のアクセ

スチャージで比較した場合、垂直統合の方が垂直分

離より高い社会厚生を実現する。 

 

 

次に、送電部門の収支制約のもとで最適水準のアクセスチャ

ージを設定する場合について社会厚生を比較する。これまで

の議論でみたように、アクセスチャージの水準が等しい場合

には垂直統合の方が総発電量が多くなるため、垂直分離下で

収支制約を満たすようなアクセスチャージの水準はかならず

垂直統合下でも収支制約を満たす。したがって、垂直分離下

でのアクセスチャージの最適水準は、垂直統合の場合でもか

ならず規制当局の選択肢のなかに含まれている。命題 2 と合

わせて考えると、規制当局がそれぞれ最適なアクセスチャー

ジを設定する場合、垂直統合の方がかならず高い社会厚生を

実現できることがわかる。 

 

 命題 3 送電部門の収支制約を考慮して最適なアク

セスチャージを設定する場合、垂直統合の方が高い

社会厚生を実現する。 

 

 

送電部門の収支制約を考慮する場合、規制当局は送電の限界

費用より低い水準にアクセスチャージを設定することができ

ないため、垂直分離によって競争を促進する効果が限定的に

なる。その結果、垂直統合の方がつねに高い社会厚生を実現

する。 

 

2-7-2 参入退出自由 

発電部門の参入退出が自由で参入企業数が内生的に決まる

ケースを考える。Armstrong et al.（1994）、Vickers (1995) は

すべての発電事業者が同じ技術を使用すると想定して、参入

退出が自由なケースを分析している。線形の需要関数と弾力

性一定の需要関数を使い垂直分離と垂直統合の社会厚生を比

較し、線形の需要関数の場合は垂直統合が高い社会厚生を実

現し、弾力性一定の需要関数の場合は逆に垂直分離の方が高

い社会厚生を実現するという結果を導いている。これらの研

究は発電事業者間の技術格差と送電部門の収支制約を考慮し

た分析をしていない。以下ではこれらの研究の拡張として、

事業者間の技術格差を考慮したうえで参入退出が自由で、か

つ送電部門の収支制約がある場合にどちらの垂直構造が高い

社会厚生を実現できるかを分析する。 

ここで，次のことがいえる。 

 

 命題 4 

参入退出自由な発電部門を想定し、送電の限界費用

より高い共通のアクセスチャージで比較する場合、

垂直統合の方が高い社会厚生を実現する。 

 

 

最後に、規制当局が送電部門の収支制約を考慮したうえで、

最適な水準にアクセスチャージを決めるケースを考える。

(21)式から、送電部門の収支制約の下で規制当局が選択でき

るアクセスチャージの範囲は垂直統合と垂直分離で同じであ

ることがわかる。ここで命題 4 から次のことがいえる。 

 

 命題 5 

発電部門の参入退出が自由で、規制当局が送電部門

 

の収支制約を考慮して最適な水準にアクセスチャ

ージを決める場合、垂直統合の方が高い社会厚生を

実現する。 

 

命題 3 で論じたように、送電部門の収支制約は垂直分離によ

る競争促進の効果を制限し、その結果、垂直統合の方が高い

社会厚生を実現する。  

ここまでの分析で想定していた線形の需要関数ではなく、

弾力性一定の需要関数𝑄 = 1 𝑃⁄ を用いる場合でも命題 4 と命

題 5 は成立する。このとき均衡における社会厚生をμで微分

すると次のようになる。 

𝜕𝑆𝑊

𝜕𝜇
= (𝑎 − 𝜃) {

𝑐𝐸 − 𝑐𝐼

𝑃2 +
√𝑘

𝑃
}, 

アクセスチャージの水準が送電の限界費用より高いとき上式

の値は正になる。均衡における総発電量と既存企業の発電量

はそれぞれ次のようになる。 

𝑄 =
1 − √𝑘

𝑐𝐸 + 𝑎
,                                                                                  

𝑥 =
√𝑘𝑃 + (𝑐𝐸 − 𝑐𝐼) + 𝜇(𝑎 − 𝜃)

𝑃2
.                                         

上式からわかるように、垂直統合と垂直分離で総発電量は変

わらないが、アクセスチャージが送電の限界費用より高い場

合、垂直分離の方が既存事業者の発電量が多くなる。したが

って、命題 4 と命題 5 と同様に、弾力性一定の需要関数を想

定した場合も垂直統合の方が高い社会厚生を実現できる。こ

の結果は事業者間で発電限界費用が同一のケース（𝑐𝐸 = 𝑐𝐼）

も成り立つ。Armstrong et al. (1994)、Vickers (1995) は同

一の限界費用を想定し、送電部門の収支制約を考慮せずに同

様の分析をした結果、弾力性一定の需要関数の下では垂直分

離の方が高い社会厚生を実現するとしていた。本章の分析に

より、送電部門の収支制約を考慮することで逆の結果になる

ことが明らかになった。 

 

第 3 章 再生可能エネルギー普及促進策の経済分析～固定価

格買取（FIT)制度と再生可能エネルギー利用割合基準（RPS)

制度のどちらが望ましいか？ 

 

3-1 はじめに 

主要な再生可能エネルギー普及促進制度として、固定価格

買取制度（FIT 制度）と再生可能エネルギー利用割合基準（RPS

制度）がある。FIT 制度は二酸化炭素を排出する電力会社に

対して、再生可能エネルギーによる電力を一定期間、政府に

よって予め設定された固定価格で買取ることを義務付ける制

度で、欧州を中心に数多く採用されている。一方 RPS制度は、

電力会社に対して販売電力量の一定割合以上を再生可能エネ

ルギーから調達することを義務付ける制度である。この制度

の下では、再生可能エネルギーによる電力の買取価格は再生

可能エネルギー市場における需給を反映して決まる。米国で

再生可能エネルギー普及促進制度を導入している州の多くが

この制度を採用している。 

本章では、再生可能エネルギー事業者を競争的フリンジと

して、非再生可能エネルギー事業者が小売市場と再生可能エ

ネルギー市場でそれぞれ売手独占、買手独占的に行動する独

占企業である状況を想定した理論モデルを用いて分析をすす

める。ここで、独占企業の主要な発電方式は火力発電であり、

発電に伴い外部費用が発生するのに対し、再生可能エネルギ

ー事業者は発電時に外部費用を発生させない。 

上記の設定の下で経済に歪みをもたらす要因は 3 つある。

ひとつは独占企業が再生可能エネルギー市場で行使する買手

独占力、ふたつ目は独占企業が小売市場で行使する売手独占

力、3 つ目は独占企業の発電に伴う外部性である。 



セカンドベストの社会厚生を比較した場合の効率性は、FIT

制度が買手独占の歪みを補正する効果と、RPS 制度が外部費

用の一部を内部化する効果のトレードオフの結果決まる。本

章では限界外部費用の水準が低い場合は FIT 制度が、高い場

合は RPS 制度が、より高い社会厚生を実現することを示す。

ただし、再生可能エネルギーの発電費用が十分低い場合は、

限界外部費用の水準に依存せず、つねに FIT 制度が高い社会

厚生を実現する。 

 

3-2 先行研究のレビュー 

 RPS 制度に関する理論的研究は比較的多いが、FIT 制度

を理論的に分析した先行研究は少なく、筆者の知る限り

Ropenus and Jensen (2009)だけである。RPS 制度に関する

先行研究は電力小売市場と再生可能エネルギー証書（TGC）

市場それぞれにおける価格支配力の点で様々な想定の下で分

析をしている。RPS 制度と FIT 制度を社会厚生の観点から比

較している先行研究は Tamás et al (2010)だけで、セカンド

ベストの観点から社会厚生の比較をおこなっている先行研究

は見当たらない。 

Tamás et al. (2010) は FIT 制度と RPS 制度を理論的に比

較した数少ない研究のひとつで、筆者の知る限り両制度を理

論的に比較した先行研究は現時点で他にない。このモデルで

は、発電に伴い外部費用を発生させる非再生可能エネルギー

事業者と、外部費用を発生させない再生可能エネルギー事業

者が発電・小売においてクールノー競争をする。Tamás et al. 

(2010)では、ＦＩＴ制度とＲＰＳ制度で同一の政策目標を達

成する場合を想定して両制度を比較している。英国を対象と

した数値シミュレーションで社会厚生を比較した結果、ＲＰ

Ｓ制度の方が高い社会厚生を実現するとしている。しかし、

それぞれの制度下で政策変数を最適な水準に定めるセカンド

ベストの枠組みでの議論はしていない。 

さらに日本などのように、小売市場における独占企業（一

般発電事業者）が、再生可能エネルギー市場においても売手

である小規模な再生可能エネルギー発電事業者に対しても、

買手独占として価格支配力を行使できる場合には、Tamás et 

al. (2010)で用いられている仮定は適切ではない。なぜなら、

独占企業が再生可能エネルギー市場において、買手独占的な

価格支配力をもつ場合、FIT 制度の導入は、価格支配力を消

滅させる効果を持つ一方、RPS 制度の導入は、独占企業の買

手独占的な行動により、再生可能エネルギー事業者による発

電を抑制し、経済厚生を低める効果をもつからである。Tamás 

et al. (2010)のモデルでは再生可能エネルギーの買手独占に

よる損失は考慮されていない。 

本章では、独占と競争的フリンジのモデルを用いて、再生

可能エネルギーの買手独占による損失を考慮したうえで、

FIT制度とRPS制度のセカンドベストの社会厚生の水準を比

較し、RPS 制度が FIT 制度より高い社会厚生を実現する、も

しくはしない場合の条件を明らかにする。 

 

3-3 モデル 

再生可能エネルギー事業者 1 社と非再生可能エネルギー事

業者 1 社、電力消費者および政策当局からなるモデルを考え

る。再生可能エネルギー事業者は再生可能エネルギーにより

発電をおこない、発電時に外部費用を伴わないのに対し、非

再生可能エネルギー事業者は発電時に外部費用を伴う。 

再生可能エネルギー事業者は電力小売市場で直接消費者に

電力を供給せず、再生可能エネルギー市場における非再生可

能エネルギー事業者への電力販売を通じて、間接的に消費者

に電力を販売するケースを前提に分析を行う。このため、非

再生可能エネルギー事業者は、再生可能エネルギー市場で調

達した再生可能エネルギーと、自社発電分と合わせて電力小

売市場に供給する。このとき、再生可能エネルギー事業者は

再生可能エネルギー市場で競争的フリンジとして価格受容的

に行動し、非再生可能エネルギー事業者は電力小売市場と再

生可能エネルギー市場でそれぞれ売手独占、買手独占として

行動する独占企業である。 

まず。比較のための基本モデルとして、再生可能エネルギ

ーに関して何の政策も実施されない場合の市場均衡について

説明しよう。 

電力小売市場における逆需要関数を 

𝑃 = 𝑎 − 𝑏𝑄 

とする。ただし、𝑃を電力小売価格、𝑞𝐹をフリンジ企業の発

電量、𝑞𝑀を独占企業の発電量とする。𝑄は電力総供給量で

𝑄 = 𝑞𝑀 + 𝑞𝐹である。 

再生可能エネルギー市場における買取価格を𝑃𝑅とすると、

再生可能エネルギー事業者の利潤は次のように書くことがで

きる。 

𝜋𝐹 = 𝑃𝑅𝑞𝐹 − 𝐶𝐹(𝑞𝐹) 
ここで𝐶𝐹(𝑞𝐹)はフリンジ企業の発電費用関数で、𝐶𝐹(𝑞𝐹) =

𝑐𝐹𝑞𝐹
2 2⁄ + 𝐹𝐶𝐹である。𝐹𝐶𝐹は固定費用である。フリンジ企業が

𝑃𝑅を所与として行動する点に注意したうえで、利潤最大化の

1 階の条件 

 𝑃𝑅 = 𝐶𝐹′(𝑞𝐹)  

から再生可能エネルギー市場における供給関数は次のように

なる。 

𝑃𝑅(𝑞𝐹) = 𝑐𝐹𝑞𝐹 ⇔ 𝑞𝐹(𝑃𝑅) =
𝑃𝑅

𝑐𝐹
                                                      (27) 

独占企業の利潤関数は次のようになる。 

 π
M

= 𝑃𝑄 − 𝐶𝑀(𝑞𝑀) − 𝑃𝑅𝑞𝐹  

ここで𝐶𝑀(𝑞𝑀)は独占企業の発電費用関数で、𝐶𝑀(𝑞𝑀) =

𝑐𝑀𝑞𝑀
2 2⁄ + 𝐹𝐶𝑀である。ただし𝐹𝐶𝑀は固定費用である。 

 

3-4 市場均衡 

 

3-4-1 制度導入がないケースの市場均衡 

政策当局が再生可能エネルギーの調達に関して介入せず、

独占企業が小売市場と再生可能エネルギー市場でそれぞれ売

手独占、買手独占として行動するとき、、利潤最大化の 1 階の

条件は次のようになる。 

 𝜕𝜋𝑀

𝜕𝑞𝑀
= 𝑃 + 𝑃′𝑄 − 𝐶𝑀

′
(𝑞𝑀) = 0 

𝜕𝜋𝑀

𝜕𝑞𝐹
= 𝑃 + 𝑃′𝑄 − (𝑃𝑅 + 𝑃𝑅

′
𝑞𝐹) = 0 

(28) 

 

(29) 

(28)式および(29)式の右辺第 1 項と第 2 項の和は小売市場で

の限界収入である。(28)式と(29)式の右辺第 3 項はそれぞれ発

電の限界費用、再生可能エネルギー購入の限界支出を表して

いる。したがって(28)式と(29)式は、非再生可能エネルギー事

業者が電力小売市場の限界収入と発電の限界費用、再生可能

エネルギー購入の限界支出がすべて等しくなるように自社発

電量と再生可能エネルギー購入量を決めることを示している。

このとき市場均衡は図 8 に示すように、(28)式を表す直線と

(29)式を表す直線の交点となる。その点を中心に等利潤曲線

を描くことができるが、外側に行くほど非再生可能エネルギ

ー事業者の利潤は低くなる。 

(28)式と(29)式から市場均衡を導出した結果が以下のとお

りである。 

𝑞𝑀
0 =

𝑎𝑐𝐹

𝑏(2𝑐𝐹 + 𝑐𝑀) + 𝑐𝐹𝑐𝑀
                                                 (30) 

𝑞𝐹
0 =

𝑎𝑐𝑀

2𝑏(2𝑐𝐹 + 𝑐𝑀) + 2𝑐𝐹𝑐𝑀
                                             (31) 

𝑄0 =
𝑎(𝑐𝑀 + 2𝑐𝐹)

2𝑏(2𝑐𝐹 + 𝑐𝑀) + 2𝑐𝐹𝑐𝑀
                                                      



𝑃0 =
𝑎𝑏(2𝑐𝐹 + 𝑐𝑀) + 2𝑎𝑐𝐹𝑐𝑀

2𝑏(2𝑐𝐹 + 𝑐𝑀) + 2𝑐𝐹𝑐𝑀
                                         (32) 

𝑃𝑅
0 =

𝑎𝑐𝐹𝑐𝑀

2𝑏(2𝑐𝐹 + 𝑐𝑀) + 2𝑐𝐹𝑐𝑀
                                          (33) 

ここで上付文字（0）は制度導入がないケースを表している。 

(32)式と(33)から分かるように、再生可能エネルギーの電力

価格は、小売市場での電力価格より低くなる。これは、再生

可能エネルギー市場において価格支配力を持つ独占企業が、

価格を低く設定することで、再生可能エネルギー購入量を減

らそうとするからである。 

市場均衡における独占企業発電量に対するフリンジ企業発

電量の割合は 

 
𝜃0 ≡

𝑞𝐹
0

𝑞𝑀
0 =

𝑐𝑀

2𝑐𝐹
 

 

となる。 

以降において、政策当局は再生可能エネルギー発電量𝑞𝐹
0も

しくは発電割合𝜃0 ≡ 𝑞𝐹
0 𝑞𝑀

0⁄ より高い導入水準を達成するた

めに FIT 制度もしくは RPS 制度を導入するケースを対象に

分析を進める。したがって、以降の分析では、𝑞𝐹 ≥ 𝑞𝐹
0または

𝜃 ≥ 𝜃0となる範囲を議論の対象とする。 

 

3-4-2 FIT 制度下の市場均衡 

FIT 制度の下で独占企業は、政策当局が設定した固定買取

価格�̅�𝑅で再生可能エネルギーを買取ることを義務付けられる。

このとき、フリンジ企業の再生可能エネルギー発電量は、(27)

式から次式のように決定される。 

𝑞𝐹 =
�̅�𝑅

𝑐𝐹
                                                                               (34) 

一方、独占企業の利潤最大化行動は次のようになる。 

𝑚𝑎𝑥
𝑞𝑀

𝜋𝑀 = 𝑃𝑄 − 𝐶𝑀(𝑞𝑀) − �̅�𝑅 ∙ 𝑞𝐹(�̅�𝑅)  

ここで、FIT 制度の下では、再生可能エネルギー購入費用

�̅�𝑅 ∙ 𝑞𝐹(�̅�𝑅)は、独占企業にとって固定費用となることに注意す

る必要がある。 

このときの利潤最大化の 1 階の条件は次のようになる。 

𝑃 + 𝑃′𝑄 − 𝐶𝑀′(𝑞𝑀) = 0                                                                   (35) 
すなわち、利潤最大化の 1 階の条件は、発電の限界収入と限

界費用の均等化となる。 

 (34)式と(35)式からから、FIT 制度下の市場均衡が次のよう

に導出される。 

 
𝑞𝐹 =

�̅�𝑅

𝑐𝐹
                                  (36) 

𝑞𝑀 =
𝑎 − 2𝑏�̅�𝐹

2𝑏 + 𝑐𝑀
=

𝑎𝑐𝐹 − 2𝑏�̅�𝑅

(2𝑏 + 𝑐𝑀)𝑐𝐹
                                               (37) 

𝑄 =
𝑎𝑐𝐹 + 𝑐𝑀�̅�𝑅

(2𝑏 + 𝑐𝑀)𝑐𝐹
                (38) 

𝑃 =
𝑎𝑐𝐹(𝑏 + 𝑐𝑀) − 𝑏𝑐𝑀�̅�𝑅

(2𝑏 + 𝑐𝑀)𝑐𝐹
                                                       (39) 

 

3-4-3 RPS 制度下の市場均衡 

RPS 制度の下では、非再生可能エネルギーによる発電量の

一定割合を再生可能エネルギーから調達することが独占企業

に義務付けられる。非再生可能エネルギー発電量に対する再

生可能エネルギーの導入義務割合を𝜃とおと、独占企業は自社

発電量𝑞𝑀に対して𝜃𝑞𝑀以上の再生可能エネルギーを再生可能

エネルギー市場で購入しなければならない。このとき、独占

企業は次のような利潤最大化行動をとる。 

max
𝑞𝑀

𝜋𝑀 = 𝑃𝑄 − 𝐶𝑀(𝑞𝑀) − 𝑃𝑅(𝑞𝐹) ∙ 𝑞𝐹 𝑠. 𝑡.  𝑞𝐹 = 𝜃𝑞𝑀 

利潤最大化の 1 階の条件は 

 (𝑃 + 𝑃′𝑄)(1 + 𝜃) − 𝐶𝑀

′
− (𝑃𝑅 + 𝑃𝑅

′
𝑞𝐹) 𝜃 = 0 (41) 

となる。上式左辺第 1 項が電力小売による限界収入、第 2 項

が発電の限界費用で、第 3 項が再生可能エネルギー購入の限

界支出である。第 3 項のように再生可能エネルギー購入の限

界支出を負担することで、独占企業が非再生可能エネルギー

を発電することによる正味の限界費用が FIT制度のケースよ

り高くなっている点に注意が必要である。上式に𝑞𝐹 = 𝜃𝑞𝑀、

𝑃𝑅 = 𝑐𝐹𝑞𝐹を代入して解くと独占企業の発電量が 

 
𝑞𝑀 =

(1 + 𝜃)𝑎

2𝑏(1 + 𝜃)2 + 𝑐𝑀 + 2𝜃2𝑐𝐹
 (42) 

となり、市場均衡が以下のように導出できる。 

 
𝑞𝐹 =

(1 + 𝜃)𝜃𝑎

2𝑏(1 + 𝜃)2 + 𝑐𝑀 + 2𝜃2𝑐𝐹
 

𝑄 =
(1 + 𝜃)2𝑎

2𝑏(1 + 𝜃)2 + 𝑐𝑀 + 2𝜃2𝑐𝐹
 

𝑃 =
𝑎{𝑏(1 + 𝜃)2 + 𝑐𝑀 + 2𝜃2𝑐𝐹}

2𝑏(1 + 𝜃)2 + 𝑐𝑀 + 2𝜃2𝑐𝐹
 

𝑃𝑅 =
𝑐𝐹(1 + 𝜃)𝜃𝑎

2𝑏(1 + 𝜃)2 + 𝑐𝑀 + 2𝜃2𝑐𝐹
 

(43) 

 

(44) 

𝜃がフリンジ企業の発電量に与える影響は (43)式から 

 𝑑𝑞𝐹

𝑑𝜃
=

𝑎[2(𝑏 − 𝑐𝐹)𝜃2 + 2(2𝑏 + 𝑐𝑀)𝜃 + (2𝑏 + 𝑐𝑀)]

{2(𝑏 + 𝑐𝐹)𝜃2 + 4𝑏𝜃 + (2𝑏 + 𝑐𝑀)}2  
 

となる。したがって、𝑏 ≥ 𝑐𝐹のとき上式の値はつねに正にな

り、𝜃の引き上げは、フリンジ企業の発電量を増加させる。 

一方𝑏 < 𝑐𝐹のとき、𝜃0 ≤ 𝜃 < 𝜃なら𝑑𝑞𝐹 𝑑𝜃⁄ > 0となり、直

接効果が間接効果を上回るため𝜃の引き上げは、再生可能エネ

ルギー発電を増加させる。しかし、𝜃 = 𝜃なら𝑑𝑞𝐹 𝑑𝜃⁄ = 0と

なり、直接効果と間接効果が相殺されるため、𝜃を引き上げて

も再生可能エネルギー発電は変化しない。また、𝜃 > 𝜃なら

𝑑𝑞𝐹 𝑑𝜃⁄ < 0となり、間接効果が直接効果を上回るため、再生

可能エネルギー発電は減少する。ただし、 

 
𝜃 ≡

2(2𝑏 + 𝑐𝑀) + √4(2𝑏 + 𝑐𝑀)2 + 8(𝑐𝐹 − 𝑏)(2𝑏 + 𝑐𝑀)

4(𝑐𝐹 − 𝑏)
 

 

である。ここで𝜃 > 𝜃0となることに注意が必要である。 

 

3-4-4 市場均衡における発電量の比較 

再生可能エネルギーの発電量を政策目標として、FIT 制度

と RPS 制度で同一の再生可能エネルギー発電量を達成する

場合に、それぞれの制度下の市場均衡で実現する非再生可能

エネルギー発電量を比較すると次のことがいえる。 

 

命題 6 

 

FIT 制度と RPS 制度でそれぞれ同一の再生可能エネル

ギー発電量を達成する場合、RPS 制度の方が非再生可能

エネルギー発電量が少なくなる。 

 

上の命題は、RPS 制度では非再生可能エネルギーの発電の

限界費用を高めることで、外部性を伴う発電を抑制する効果

が大きいことを意味している。 

 

3-5 セカンドベストと経済厚生 

 以下では、FIT 制度および RPS 制度それぞれにおけるセカ

ンドベストを考え、その下でどちらの制度が経済厚生上すぐ

れているかについて検討する。 

 

3-5-1 ファーストベストの発電量 

 まずはじめにファーストベストにおける発電量の条件を考

える。社会厚生関数を以下のように定義する。 

𝑆𝑊 = ∫ (𝑎 − 𝑏𝑄)𝑑𝑄
𝑄

0

−
1

2
𝑐𝑀𝑞𝑀

2 −
1

2
𝑐𝐹𝑞𝐹

2 − (𝐹𝐶𝐹 + 𝐹𝐶𝑀)

− 𝛿𝑞𝑀                                                                 (48) 

社会厚生最大化の 1 階の条件は次のとおりになる。 



𝑎 − 𝑏(𝑞𝑀 + 𝑞𝐹) = 𝑐𝑀𝑞𝑀 + 𝛿                                                           (49) 
𝑎 − 𝑏(𝑞𝑀 + 𝑞𝐹) = 𝑐𝐹𝑞𝐹                                                                      (50) 
 ファーストベストにおける社会厚生最大化の 1 階の条件は、

独占企業の発電の社会的限界費用とフリンジ企業の発電の限

界費用がそれぞれ電力消費の限界便益と一致するように発電

量配分と総供給量を決めるのが最適であることを意味してい

る。 

 この条件から、ファーストベストにおける独占企業とフリ

ンジ企業の発電量はそれぞれ 

𝑞𝑀
∗ =

𝑎𝑐𝐹 − (𝑏 + 𝑐𝐹)𝛿

𝑏(𝑐𝑀 + 𝑐𝐹) + 𝑐𝑀𝑐𝐹
                                                                  (51) 

𝑞𝐹
∗ =

𝑎𝑐𝑀 + 𝑏𝛿

𝑏(𝑐𝑀 + 𝑐𝐹) + 𝑐𝑀𝑐𝐹
                                                                   (52) 

となる。 

  

3-5-2 FIT 制度及び RPS 制度下におけるセカンドベスト 

本節では、FIT 制度及び RPS 制度のそれぞれについてセカ

ンドベストを考え、経済厚生を比較する。 

グラフ 1 は、𝑎 = 1500、𝑏 = 10、𝑐𝑀 = 20、𝑐𝐹 = 40とし

て限界外部費用δを300から1100まで変化させた場合のセカ

ンドベストにおける社会厚生の水準を、FIT 制度と RPS 制度

それぞれについてプロットしたものである。このグラフは限

界外部費用の閾値があり、限界外部費用が低い場合は FIT 制

度、高い場合は RPS 制度の方が、セカンドベストにおいて高

い社会厚生を実現することを示している。 

グラフ 2 は横軸に限界外部費用𝛿を、縦軸に再生可能エネル

ギーの発電費用のパラメータ𝑐𝐹をとり、FIT 制度が高い社会

厚生を実現する範囲と RPS 制度が高い社会厚生を実現する

範囲を示したものである。このグラフはcFが低いほど、FIT

制度の方が高い社会厚生を実現する限界外部費用の範囲が広

くなることを示している。𝑐𝐹が高いと逆に限界外部費用の閾

値の水準が低くなり、FIT 制度の方が高い社会厚生を実現す

る限界外部費用の範囲が小さくなる。 

この数値例が示すように限界外部費用の閾値が存在するこ

との意味は次のように説明できる。限界外部費用が小さい場

合、価格支配力によって生じる経済厚生のロスを抑制するこ

とが、外部費用の内部化によって経済厚生のロスを抑制する

ことより相対的に重要となるため、価格支配力を弱める FIT

制度の方が高い社会厚生を実現する。限界外部費用が大きい

場合はそれとは逆に、外部費用の内部化によって経済厚生の

ロスを減少させることが、価格支配力によって生じる経済厚

生のロスと比較して相対的に重要となるため、外部費用を内

部化する効果をもつ RPS 制度の方が高い社会厚生を実現す

る。 

 

 

 
グラフ 1：セカンドベストにおける社会厚生の水準 

 

 

 

 

 
グラフ 2：セカンドベストの社会厚生の大小関係 

 

3-5-3  RPS制度における初期配分ルールの導入とファース

トベストの実現 

 RPS 制度を、一般電気事業者に対して、再生可能エネルギ

ー購入義務量を軽減するために、一定量（�̅�𝐹）をすでに購入

義務を果たしたものとして配分（以下では、初期配分と呼ぶ）

するルールを加えた制度に修正することで、ファーストベス

トを達成することができる。 

このとき、独占企業の利潤関数は初期割り当てを含んだか

たちで 

𝜋𝑀 = 𝑃(1 + 𝜃)𝑞𝑀 − 𝐶𝑀(𝑞𝑀) − 𝑃𝑅(𝜃𝑞𝑀 − �̅�𝐹) 

と書くことができ、利潤最大化の 1 階の条件は 

(1 + 𝜃)(𝑃 + 𝑃′𝑞𝑀) = 𝐶𝑀

′
+ 𝜃 [𝑃𝑅 +

𝜕𝑃𝑅

𝜕𝑄𝐹

(𝜃𝑞𝑀 − �̅�𝐹)]        (53) 

となる。フリンジ企業の利潤最大化の 1 階の条件から 

𝑃𝑅 = 𝐶𝐹

′
(𝜃𝑄𝑀)                                                                                    (54) 

が成り立つ。(53)式および(54)式が、初期割り当てを含んだ

RPS 制度における市場均衡を表している。 

ここでファーストベストにおける社会厚生最大化の 1 階の

条件は次のとおりである。 

𝑃 = 𝐶𝑀

′
+ 𝛿                                                                                       (55) 

𝑃 = 𝐶𝐹

′
                                                                                                (56) 

(53)式～(56)式から、RPS 制度における導入義務割合と初期

割り当てを、それぞれ次の条件を満たすように決めれば、フ

ァーストベスト（𝑞𝑀
∗ , 𝑞𝐹

∗）が達成できることがわかる。 

 
𝜃∗ =

𝑞𝐹
∗

𝑞𝑀
∗  

𝛿 + (1 + 𝜃∗)2𝑃′𝑞𝑀
∗ =

𝑑𝑃𝑅

𝑑𝑞𝑀

(𝑞𝐹
∗ − �̅�𝐹

∗ ) 

(57) 

 

(58) 

  (58)式左辺第 1 項は一般電気事業者が発電量を増加させる

ことによって生じる外部費用の増加を表しており、第 2 項は

小売市場での発電量増加に起因する社会厚生の改善を表して

いる。前者が後者を上回る場合（外部性による非効率が小売

市場での価格支配力による過小供給の非効率を上回る場合）

左辺は正になり、逆の場合には負となる。(58)式左辺が正で

あれば初期割当を証書保有義務量より少なく設定することが
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望ましく、左辺がゼロのとき、証書保有義務量に等しくなる

ように、左辺が負のときは証書保有義務量より高い水準に設

定することが望ましいことを意味している。 

 

第 4 章 研究のまとめ 

本研究では制度・政策間のセカンドベストの社会厚生を比

較し、外生的なパラメータの条件次第で社会厚生上望ましい

制度が異なることを示した。これは採用すべき制度を決定す

る際に、実際の経済・社会の状況を正確に把握することが重

要であることを改めて示している。 

本研究では理論モデルにより定性的な議論をしたが、ここ

で示したようなモデルをベースとして、実証的にパラメータ

を推計したり、カリブレーションを含んだ数値シミュレーシ

ョンをおこなうことで、政策の効果を定量的に評価すること

が今後の課題として考えられる。 

本研究では簡単化のため市場需要関数および各事業者の発

電費用関数について関数形を特定化して分析をしたが、実証

的な観点から関数形をどのように特定化するのが現実におき

ている現象を説明するのにより適しているか、検証する余地

は残されている。 

以下では政策の立案を議論するという観点から、本研究の

分析に補足しなければならない点について述べる。 

第 2 章ではクールノー型の寡占モデルを用いたが、実際に

は事業者同士が価格競争をしていることも考えられる。ただ

しこの点については、Kreps and Scheinkman (1983)が容量

選択を考慮したベルトラン均衡はクールノー均衡と一致する

ことを示している．したがって本研究で用いたクールノー型

の寡占モデルには，価格競争と生産設備拡大競争の両面を含

んだ中期的な電力事業者間の競争を記述するモデルとして一

定の正当化を与えることができる． 

第 3 章では独占と競争的フリンジのモデルを用いた。日本

の電力市場では一般家庭を対象とした規制部門と、それ以外

の自由化部門が併存しており、規制部門の電気料金は総括原

価方式により決まっている。総括原価方式により価格が決ま

る市場と、独占的に価格が決まる市場が併存しているモデル

を考えることは今後の課題といえる。 

第 2 章では送電部門の収支制約を考慮しないケースと考慮

するケースをそれぞれ分析した。送電部門の収支制約を考慮

しないケースは、経済に歪みをもたらさない一括型の補助金

の支給が可能であることを前提としている。しかし実際に補

助金を支給する際に、その財源調達において経済に歪みをも

たらすことがありうる。本研究ではそのような補助金の財源

を確保する際に生じうる歪みを考慮していない。赤字補填の

財源調達によるゆがみの発生を考慮する場合、政策当局はそ

の影響までを考慮して最適政策を立案しなければならない。

本研究の分析のように、補助金による経済の歪みがない場合

は、送電部門の独立採算で赤字にならないようにアクセスチ

ャージを決めるより、赤字を補助金で補填する方が、高い社

会厚生を実現できる。しかし補助金の拠出によって経済に歪

みが発生する場合、赤字補填のための課税がもたらす社会的

費用と、送電部門の収支制約を考慮してアクセスチャージを

決めることによる電力価格上昇の社会的費用のどちらが小さ

いかという問題を検討しなければならない。いうまでもなく，

赤字補填にはＸ非効率性という電力事業者のインセンティブ

問題も付随する可能性がある．政策当局が補助金によって赤

字を補填すべきか，送電部門の独立採算を維持すべきかとい

う選択問題を本研究では考慮していないが、現実の政策立案

では重要な判断になりうるかもしれない。 

研究全体をとおしてセカンドベストの政策に焦点を当てた

分析をしてきたが、セカンドベストの政策を実施するために

政策当局は市場需要関数や各企業の費用関数の情報を保有し

ている必要がある。本研究ではこれらの情報は取得済みであ

ることを前提としているが、実際の政策立案には，十分な情

報が取得できるか否か、情報の取得にどの程度コストがかか

るかといったことも問題になるであろう。 

政策当局がセカンドベスト政策の実行に必要な情報を取得

済みである場合、それに加えて個々の事業者の発電量を正確

にモニターできるという情報上の制約を回避できれば，ファ

ーストベスト政策を実行することも可能になるかもしれない。

すなわち、個別の事業者の発電費用関数に基づいて発電量を

割り当て，違反事業者には厳格に罰金を科すことができるな

ら，発電の社会的費用を最小化できるであろう。その一方で

需要関数の情報に基づいて総供給量を決定すればファースト

ベストの資源配分が達成できる。ただしファーストベストの

資源配分を実現するために政策当局はセカンドベストより多

くの政策変数を操作しなければならない。本研究の分析は，

そのようなモニタリングと罰則ルールへのコミットメントが

困難な場合，あるいは政府が事業者の意思決定の細部にまで

関与することから予想される政治的癒着のコストが大きい場

合を前提としてセカンドベストに焦点を当てたものと解釈で

きる。 

規制当局がどの程度正確に最適政策の遂行に必要な情報を

把握できるかという問題については、情報の非対称性を考慮

したメカニズムデザイン型のモデルも考えられる。本研究の

第 2 章で先行研究として挙げた Vickers (1995)は、送電の限

界費用を政策当局が正確に知ることができない状況で，独占

事業者の価格設定に応じて政策当局が最適な補助金のメニュ

ーを提示するケースを分析している。本研究では既存事業者

と参入事業者間で発電技術に違いがある状況に焦点を当てた

分析をした。発電事業者間で技術格差があり、規制当局が事

業者毎の発電費用を正確に知ることができない場合のインセ

ンティブ契約と規制の問題を考えることは今後の課題として

残されている． 
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